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1 計画策定の趣旨

２ 計画の性格と役割
ஜᚘဒƸŴžဏڡσӷӋဒᅈ˟ؕஜඥſᇹᲳவӏƼᇹᲫᲮவᇹᲭƴᙹܭƢǔஙࠊƴƓƚ

ǔဏڡσӷӋဒᅈ˟Ʒ࢟Ʒ̟ᡶƴ᧙ƢǔሊƴƭƍƯƷؕஜႎƳᚘဒᲢࠊထဏڡσӷӋဒ

ؕஜᚘဒᲣưƢŵ

ǇƨŴžஙࠊဏڡσӷӋဒਖ਼ᡶவ̊ſᇹᲲவƴؕƮƖƀᛡǋƕဃƖဃƖƱǒƠᝅƔư

щƋǔဏڡσӷӋဒᅈ˟ƁǛႸਦƠᘍѣᚘဒǛሊܭƢǔǋƷưƋǓŴƷžᇹᲯഏဏڡσӷӋ

ဒؕஜᚘဒſŴჄƷžƱƪƗဏڡσӷӋဒȗȩȳᲢᲯᚘဒᲣſӏƼࠊƷஇɥˮᚘဒưƋǔ

žஙࠊዮӳᚘဒſǍࠊƷӲЎКᚘဒƱƷૢӳࣱƴᣐॾƠǇƢŵ

ųஜᚘဒƸŴžࣱڡƷᎰಅဃƴƓƚǔƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔඥࢷſ
̩ ɦžࣱڡਖ਼ᡶඥſƱƍƏŵ)

ᇹᲰவᇹᲬƴؕƮƘžࠊထਖ਼ᡶᚘဒſƱƠƯžஙࠊᎰಅဃƴƓƚǔࣱڡਖ਼ᡶᚘဒſ

Ǜɟ˳ႎƴሊܭƠŴƘئƴƓƚǔࣱڡƷǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴȪȸȀȸƱƠƯƷࣱڡƷӋဒ

Ǜ̟ᡶƢǔƱƱǋƴŴע؏ưƷࣱڡƷƘئƷᄩ̬ŴࣱڡƴǑǔឪಅƷૅੲƳƲŴᎰಅဃƴ

ƓƚǔࣱڡƷǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ�

ƞǒƴŴžᣐͪᎍƔǒƷ୧щƷ᧸ഥӏƼᘮܹᎍƷ̬ᜱሁƴ᧙ƢǔඥࢷſᲢˌɦžᲾ᳐᧸ഥඥſ

ƱƍƏŵᲣᇹᲬவƷᲭᇹᲭƴؕƮƘžࠊထؕஜᚘဒſƱƠƯžஙࠊᣐͪᎍƔǒƷ୧щƷ᧸

ഥӏƼᘮܹᎍƷ̬ᜱƴ᧙ƢǔؕஜᚘဒſǛɟ˳ႎƴሊܭƠŴᣐͪᎍሁƔǒƷ୧щሁƷ᧸ഥǍᘮ

ܹᎍǁƷᐯᇌƴӼƚƨૅੲƳƲƷ˳СǛૢͳƠŴ࣎ܤƠƯǒƤǔǇƪƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ
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ųஜࠊưƸŴᲬᲭᲢ����Უ࠰ᲭஉƴŴžဏڡσӷӋဒᅈ˟ؕஜඥſƷྸࣞƴؕƮƖŴ

ž ங ࠊ ဏ ڡ σ ӷ Ӌ ဒ ਖ਼ ᡶ வ ̊ ſǛСܭƠŴƦǕƴؕƮƘᘍѣᚘဒƱƠƯŴᲬᲯ

Ტ����Უ࠰ᲭஉƴžᛡǋƕဃƖဃƖƱǒƠŴᝅƔưщƋǔဏڡσӷӋဒᅈ˟ſǛႸਦ

ƠƯŴžƱƪƗࠊဏڡσӷӋဒȗȩȳſǛሊܭŴᲭᲪᲢ����Უ࠰ᲭஉƴŴᇹᲬᚘဒ

ǛሊܭƠŴဏڡσӷӋဒƷਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔಮŷƳӕኵǛƠƯƍǇƢŵǇƨŴᇹᲬᚘဒƔǒŴ

žᎰಅဃƴƓƚǔࣱڡਖ਼ᡶᚘဒſŴžᣐͪᎍƔǒƷ୧щƷ᧸ഥӏƼᘮܹᎍƷ̬ᜱƴ᧙

ƢǔؕஜᚘဒſƴƭƍƯǋŴɟ˳ႎƴሊܭƠƯƍǇƢŵ

ųʻׅŴӷȗȩȳƷᚘဒ᧓ʕƴƱǋƳƍŴˋԧᲯᲢ����Უࡇ࠰ƔǒˋԧᲳᲢ����Უ

ƢǔǋƷưƢŵܭǇưƷᇹᲭᚘဒǛሊࡇ࠰



３ 計画の期間
ஜᚘဒƸŴ̀ ԧᲯᲢ����Უࡇ࠰ƔǒˋԧᲳᲢ����Უࡇ࠰ǇưƷᲯ࠰᧓ǛᚘဒƷ᧓ƱƠ

ǇƢŵƜƷᚘဒƷਖ਼ᡶƴƋƨƬƯƸŴࠝ ƴᅈ˟ऴѬƷ҄٭ǍؾƷ҄٭ƴ௩᠂ƴࣖݣƠƯƍƘ

ǋƷƱƠǇƢŵ

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
2年度
(2020)

令和
3年度
(2021)

令和
4年度
(2022)

令和
5年度
(2023)

令和
6年度
(2024)

令和
7年度
(2025)

令和
8年度
(2026)

令和
9年度
(2027)

➨㸰ᮇィ⏬

➨㸱ᮇィ⏬



１ 社会的背景

㸦㸯㸧ᅜ㝿ⓗࡁື࡞

㸦㸰㸧ᅜෆࡁືࡢ

ųᲱᲢ����Უ࠰ƴžᇹᲮׅɭမࣱڡ˟ᜭᲢ҅ʮ˟ᜭᲣſƕ͵ƞǕŴࣱڡƷעˮӼɥƷƨǊƴ

ɭမӲƕӕǓኵǉǂƖᛢ᫆Ʊφ˳ሊǛᅆƠƨž҅ʮܳᚕſӏƼžᘍѣዠ᪸ſƕ৸ƞǕǇƠƨŵ

ųᲬᲱᲢ����Უ࠰ƴƸŴžᇹ��ׅᡲۡʴƷעˮۀՃ Ტ˟҅ʮᲥ��Უſƕ͵ƞǕŴž҅ʮܳ

ᚕſӏƼžᘍѣዠ᪸ſǍž࠰����ࣱڡ˟ᜭſௐ૨ƷܱཞඞӏƼᚸ̖ሁǛܱƠƯŴžᇹᲮ

ׅɭမࣱڡ˟ᜭ��ԗ࠰ƴƓƚǔܳᚕſƳƲƕ৸ƞǕǇƠƨŵ�

ųǇƨŴӷ࠰Ŵᡲư͵ƞǕƨžਤዓӧᏡƳႆǵȟȃȈſưŴžਤዓӧᏡƳᅈ ȷ˟ኺฎȷؾſǛ

ႸਦƢŴɭမσᡫƷႸƱƠƯŴ5&)UᲢਤዓӧᏡƳႆႸᲣƕ৸ƞǕǇƠƨŵᲬᲪᲭᲪ࠰Ʊƍ

ƏᢋᨂǛᚨƚŴᲫᲱƷႸƱᲫᲰᲳƷǿȸǲȃȈƕᅆƞǕŴႸᲯƱƠƯǸǧȳȀȸሁƷܱྵ

Ǜਫ਼ƛƯƍǇƢŵ

ųǸǧȳȀȸሁƷܱྵƱࣱڡƷǨȳȑȯȸȡȳȈƸŴƢǂƯƷႸƱǿȸǲȃȈƷᡶޒƴƓƍƯ

ᙲƳᝡྂǛƢǔǋƷƱƞǕƯƍǇƢŵ�

ųᲭᲪᲢ����Უ࠰ƴƸŴƷЎƴƓƚǔဏڡσӷӋဒǛႸਦƢžЎƴƓƚǔဏڡ

σӷӋဒƷਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔඥࢷſƕπࠋȷᘍƞǕǇƠƨŵǇƨŴӷ࠰ƴƸŴᧈ᧓іƷദƱٶ

第２章 社会的背景と栃木市の現状



㸦㸱㸧ᰣᮌ┴ࡁືࡢ

ಮư௩᠂ƳƖ૾ƷܱྵǍπദƳࢳᢀƷᄩ̬ǛႸႎƱƠƨžƖ૾ો᪃᧙ᡲඥſƕᇌƠǇƠ

ƨŵ��

ųˋԧΨᲢ����Უ࠰ᲯஉƴƸŴࣱڡƷᎰಅဃƴƓƚǔǛƴਖ਼ᡶƢǔƨǊŴžࣱڡਖ਼

ᡶඥſƕોദƞǕŴɟᑍʙಅɼᘍѣᚘဒƷሊܭȷފЈ፯ѦӏƼᐯᅈƷࣱڡƴ᧙Ƣǔऴإπ

፯ѦƷݣᝋƕਘٻƞǕǇƠƨŵ

ųˋԧᲬᲢ����Უ࠰ᲫᲬஉƴƸŴžᇹᲯഏဏڡσӷӋဒؕஜᚘဒ᳸ƢǂƯƷࣱڡƕ᠗ƘˋԧƷᅈ

˟ǁ᳸ſƕሊܭƞǕŴĬဏڡƕᐯǒƷॖ࣬ƴؕƮƖŴ̾ ࣱƱᏡщǛҗЎƴႆੱưƖǔŴπദưٶಮ

ࣱƴ݈ǜƩŴщƋǔਤዓӧᏡƳᅈ˟ųĭဏڡƷʴೌƕݭƞǕŴݭӈǛਤƬƯ̾ʴƕဃƖǔƜ

ƱƷưƖǔᅈ˟ųĮˁʙƱဃƷᛦԧƕǒǕŴဏڡƕσƴΪܱƠƨᎰಅဃŴƦƷ˂Ʒᅈ˟ဃ

Ŵܼ ƷᙻໜǛӕǓࣱڡσӷӋဒȷڡဃǛᡛǔƜƱƕưƖǔᅈ˟ųįƋǒǏǔЎƴဏࡊ

ᡂǈŴ5&)Uưਫ਼ƛǒǕƯƍǔѼઅႎƔƭਤዓӧᏡƳɭမƷܱྵƱǛɟƴƠƨӕኵǛᘍƍŴ

ᨥᅈ˟ƱңᛦƢǔᅈ˟ųƷᲮƭǛ੩ᅆƠŴဏڡσӷӋဒᅈ˟Ʒ࢟ǛƬƯƍǇƢŵų

ųஙჄưƸŴᲫᲭᲢ����Უ࠰ƴŴžƱƪƗဏڡσӷӋဒȗȩȳſŴᲫᲲᲢ����Უ࠰ƴŴ

žƱƪƗဏڡσӷӋဒȗȩȳᲢʚᚘဒᲣſǛሊܭŴ̀ ԧᲭᲢ����Უ࠰ᲬஉƴŴžဏڡσӷӋဒᅈ˟

Ʒܱྵ᳸ဏڡƕσƴ᠗ƘƱƪƗƮƘǓ᳸ſƷႸƷᢋƴӼƚƯŴဏڡσӷӋဒᅈ˟ƷܱྵƴӼƚ

ƨӕኵǛǑǓɟޖਖ਼ᡶƢǔƨǊŴžƱƪƗဏڡσӷӋဒȗȩȳᲢᲯᚘဒᲣſǛሊܭƠǇƠƨŵ

ųǇƨŴӷ࠰ᲭஉƴƸŴࣱڡਖ਼ᡶඥƴؕƮƖŴࣱڡƷᎰಅဃƴƓƚǔƷਖ਼ᡶƴ᧙Ƣǔ

ሊǛዮӳႎƔƭᚘဒႎƴਖ਼ᡶƢǔƨǊƷᚘဒƱƠƯŴžஙჄࣱڡƷᎰಅဃƴƓƚǔƷ

ਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔᚘဒᲢᇹᲬᲣſǛሊܭƠǇƠƨŵ

ųǇƨŴᲬᲲᲢ����Უ࠰ƴƸŴ̟ ಅŴׇ ˳ŴࠊထሁƷƋǒǏǔೞ᧙ƕᡲઃƠƯƖ૾ો᪃Ǎڡ

ࣱƷǛਖ਼ᡶƠŴᎰئȷܼࡊȷע؏ƳƲƷƋǒǏǔ᩿ئưࣱڡƕƠǍƢƍؾƷૢͳƴӕ

ǓኵǉžƱƪƗࣱڡࣖੲׇſƕᚨᇌƞǕǇƠƨŵ

ųᲬᲳᲢ����Უ࠰ᲭஉƴƸŴžᲾ᳐᧸ഥᚘဒſƷᇹᲬഏોܭ༿ƕႸ࠰ഏǛᡇƑƨƜƱƔǒŴ

ƦǕǇưƷӕኵཞඞǍᅈ˟ऴѬƷ҄٭ሁǛ៊ǇƑŴžᣐͪᎍƔǒƷ୧щƷ᧸ഥӏƼᘮܹᎍƷ̬ᜱ

ƴ᧙ƢǔؕஜᚘဒſᇹᲭഏોܭǛሊܭƠǇƠƨŵ



㸦㸲㸧ᰣᮌᕷࡁືࡢ

ųᲬᲭᲢ����Უ࠰�உƴŴžဏڡσӷӋဒᅈ˟ؕஜඥſƷྸࣞƴؕƮƖŴࠊǍࠊൟŴʙಅ

ᎍӏƼᏋ᧙̞ᎍƕɟ˳ƱƳƬƯဏڡσӷӋဒƷਖ਼ᡶƴӕǓኵǉඥႎૢͳǛǔƨǊžஙࠊ

ဏڡσӷӋဒਖ਼ᡶவ̊ſǛСܭƠǇƠƨŵ

ųᲬᲯᲢ����Უ࠰ᲭஉƴƸŴவ̊ƴؕƮƘᘍѣᚘဒƱƠƯžஙࠊဏڡσӷӋဒؕஜᚘဒ

ᲢƱƪƗࠊဏڡσӷӋဒȗȩȳᲣſǛሊܭƠǇƠƨŵ

ųƦƠƯŴᲬᲱᲢ����Უ11࠰உƴƸŴࠊൟƱᘍƕɟ˳ƱƳƬƨဏڡσӷӋဒᅈ˟ƮƘǓ

ƴӕǓኵǉൢᢃǛᣱƠŴဏڡσӷӋဒƴƭƍƯ࠼ƘࠊൟƷྸᚐǛขǊǔƱƱǋƴŴஜࠊƷᆢ

ಊႎƳӕኵƷۋѬǛࠊϋٳƴႆ̮ƢǔƨǊŴžஙࠊဏڡσӷӋဒᣃܳࠊᚕſǛᘍƍǇƠƨŵ� ų

ႎƴ࠻ƷӋဒǛ̟ᡶƠŴμࣱڡǁƷئƷܭƷሊȷ૾ᤆൿࠊᲳஉƴƸŴ࠰ᲬᲲᲢ2016Უ

Ӳᆔݙᜭ˟ሁǁࣱڡƷᆢಊႎƳႇဇǛᡶǊǔƨǊžஙݙࠊᜭ˟ሁۀՃǁƷࣱڡႇဇਖ਼ᡶᙲ

ዠſǛСܭƠǇƠƨŵ

ųᲭᲪᲢ����Უ࠰ᲭஉƴሊܭƠƨžƱƪƗࠊဏڡσӷӋဒȗȩȳᲢᇹᲬᚘဒᲣſưƸŴ

žᎰಅဃƴƓƚǔࣱڡਖ਼ᡶᚘဒſƞǒƴžᣐͪᎍƔǒƷ୧щƷ᧸ഥӏƼᘮܹᎍƷ̬ᜱ

ƴ᧙ƢǔؕஜᚘဒſƴƭƍƯŴɟ˳ႎƴሊܭƍƨƠǇƠƨŵ

ųƜǕǇưƷӕኵƷᙸႺƠǍૼƨƳᛢ᫆Ǜ৭੮ƠŴžࣱڡਖ਼ᡶඥſǍžᲾ᳐᧸ഥඥſƳƲ

ƷӕኵǛ៊ǇƑŴˋԧ�Ტ����Უ࠰ᲭஉƴሊܭƞǕǔžᇹᲬഏஙࠊዮӳᚘဒſƱૢӳࣱǛ

ǓƳƕǒŴžƱƪƗࠊဏڡσӷӋဒȗȩȳᲢᇹ�ᚘဒᲣſǛሊܭƢǔǋƷưƢŵ�



171,755

19%

66%

15%

168,763

22%

65%

13%

164,024

25%

63%

13%

159,211

29%

59%

12%

155,549

32%

57%

11%

146,832

34%

56%

10%

139,641

35%

55%

10%

131,934

36%

54%

10%

123,742

38%

52%

10%

115,516

40%

51%

９%

107,559

41%

50%

９%

174,717

13%

67%

19%

老年人口

年少人口
生産年齢人口

平成
２年

174,305

16%

67%

16%

平成
７年

平成
12年

平成
17年

平成
22年

平成
27年

令和
２年

令和
７年

令和
12年

令和
17年

令和
22年

令和
27年

令和
32年

ƂʴӝƷਖ਼ᆆƃ

ஜࠊƷʴӝƸŴᲬᲢ1990Უ࠰Ʒ 174,717ʴǛȔȸǯƴถݲƴ᠃ơŴ̀ ԧᲬᲢ2020Უ

ƴƸ࠰ 155,549ʴƱƳƬƯƍǇƢŵ

ƴπᘙƠƨਖ਼ᚘƴǑǔ࠰ᲭᲪᲢ2018Უᇌᅈ˟̬ᨦȷʴӝբ᫆ᄂᆮᲢᅈʴᄂᲣƕ

ƱŴஜࠊƷʴӝƸʻࢸถݲͼӼƕዓƖŴˋԧ32Ტ2050Უ࠰ƴƸ�07,55�ʴǇưถݲƢǔ

ƱʖยƞǕƯƍǇƢŵ

Ƃ࠰ᱫᲭғЎКʴӝƷਖ਼ᆆƃ

ஜࠊƷ࠰ᱫᲭғЎКʴӝǛǈǔƱŴဃင࠰ᱫʴӝᲢ1�᳸��ബᲣƸᲬᲢ1990Უ࠰Ǜ

Ȕȸǯƴถݲƴ᠃ơƯƍǇƢŵ

ɟ૾Ŵᎊ࠰ʴӝᲢ�5ബˌɥᲣƸفьͼӼƴƋǓŴʴӝƴҩǊǔлӳƕŴᲱᲢ1995Უ

ƴƸ࠰ 1�ᲟƱƳǓ᭗ᱫᅈ˟1ƴŴᲫᲱᲢ2005Უ࠰ƴƸ 22ᲟƱƳǓឬ᭗ᱫᅈ˟2ƴᆳ

λƠǇƠƨŵ

ʻࢸƷʖยưƸŴᎊ࠰ʴӝƸ್ƹƍƴƳǔǋƷƷŴဃင࠰ᱫʴӝƱݲ࠰ʴӝᲢᲪ᳸14ബᲣ

ƷถݲƕᡶǉƱʖยƞǕǔƜƱƔǒŴ̀ ԧ3�Ტ2050Უ࠰ƴƸ᭗ᱫ҄ྙƕ41ᲟƱƳǓŴᲫᲨ�

ʴưᲫʴƷ᭗ᱫᎍǛૅƑǔᅈ˟ƴƳǔƱƞǕƯƍǇƢŵ

※　構成比については、端数処理を行っているため、合計が100にならない場合があります。

㸦㸯㸧ேཱྀࡢ᥎⛣



 

Ƃ්λȷ්Јʴӝƃ

ųஜࠊƴƓƚǔ්λȷ්Јʴ

ӝᲢᡫѮȷᡫܖƷѣӼᲣǛǈ

ǔƱŴஜࠊǁƷ්λʴӝƕ්

ЈʴӝǛɦׅǔཞඞƱƳƬƯ

ƍǇƢŵ

ų්λȷ්ЈʴӝƕٶƍƷ

ƸŴƍƣǕǋࠊޛݱȷჄٳȷ

˱ࠊƱƳƬƯƍǇƢŵ� ඊ݆
ǵǮǛǤ

ඊ݆
ǵǮǛǤ

県 外  　　  
令和2年：3,347人
平成27年：3,408人

県 外  　　  
令和2年：3,347人
平成27年：3,408人

佐野市　　  
令和2年：3,346人
平成27年：3,279人

佐野市　　  
令和2年：3,346人
平成27年：3,279人

総 数    　　  
令和2年：23,054人
平成27年：23,091人

総 数    　　  
令和2年：23,054人
平成27年：23,091人

足利市 　  
令和2年：747人
平成27年：714人

足利市 　  
令和2年：747人
平成27年：714人

鹿沼市    　  
令和2年：2,331人
平成27年：2,229人

鹿沼市    　  
令和2年：2,331人
平成27年：2,229人

宇都宮市  　  
令和2年：2,213人
平成27年：2,197人

宇都宮市  　  
令和2年：2,213人
平成27年：2,197人

壬生町    　  
令和2年：2,348人
平成27年：2,378人

壬生町    　  
令和2年：2,348人
平成27年：2,378人

下野市    　  
令和2年：1,446人
平成27年：1,394人

下野市    　  
令和2年：1,446人
平成27年：1,394人

小山市    　  
令和2年：5,643人
平成27年：5,853人

小山市    　  
令和2年：5,643人
平成27年：5,853人

その他県内市町   
令和2年：1,633人
平成27年：1,569人
その他県内市町   
令和2年：1,633人
平成27年：1,569人

県 外  　　  
令和2年：5,890人
平成27年：6,332人

県 外  　　  
令和2年：5,890人
平成27年：6,332人

佐野市　　  
令和2年：5,012人
平成27年：5,038人

佐野市　　  
令和2年：5,012人
平成27年：5,038人

総 数    　　  
令和2年：28,740人
平成27年：28,765人

総 数    　　  
令和2年：28,740人
平成27年：28,765人

足利市 　  
令和2年：1,157人
平成27年：1,236人

足利市 　  
令和2年：1,157人
平成27年：1,236人

鹿沼市    　  
令和2年：1,856人
平成27年：1,783人

鹿沼市    　  
令和2年：1,856人
平成27年：1,783人

宇都宮市  　  
令和2年：3,673人
平成27年：3,698人

宇都宮市  　  
令和2年：3,673人
平成27年：3,698人

壬生町    　  
令和2年：2,071人
平成27年：1,937人

壬生町    　  
令和2年：2,071人
平成27年：1,937人

下野市    　  
令和2年：1,225人
平成27年：1,067人

下野市    　  
令和2年：1,225人
平成27年：1,067人

小山市    　  
令和2年：6,438人
平成27年：6,307人

小山市    　  
令和2年：6,438人
平成27年：6,307人

その他県内市町   
令和2年：1,418人
平成27年：1,367人
その他県内市町   
令和2年：1,418人
平成27年：1,367人



㸦㸰㸧ୡᖏࡢ᥎⛣

ஜࠊƷɭ࠘ૠǛǈǔƱŴˋԧᲮ࠰ᲮஉᲫଐྵנ 66,188ɭ࠘ƱƳƬƯƍǇƢŵ

ǇƨŴɭ࠘ૠƸفьͼӼƴƋǓǇƢƕŴᲫɭ࠘࢘ƨǓƷʴՃƸถݲƠƯƍǇƢŵ

㈨ᩱ㸸ఫẸᇶᮏྎᖒ㸦እᅜேⓏ㘓ྵࡴ ྛᖺ㸲᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧

㸦㸱㸧ᮍ፧⋡ࡢ᥎⛣

ஜࠊƷச۟ྙưƸŴဏࣱƕفࣇͼӼƴƋǓǇƢƕŴࣱڡƸǄǅ್ƹƍƱƳƬƯƍǇƢŵ

㈨ᩱ䠖ᅜໃㄪᰝ

ࠒ⛣᥎ࡢேဨࡢࡾࡓ࠶㸯ୡᖏୡᖏᩘࠑ

ࠒ⛣᥎ࡢዪูᮍ፧ྜ⏨ࠑ



㸦㸲㸧፧ጻ௳ᩘ࣭㞳፧௳ᩘࡢ᥎⛣

ஜࠊƷ۟ۊˑૠƸŴ࠰ŷถݲƠƯƓǓŴˋԧᲬ࠰ưƸᲮᲲᲰˑƱƳƬƯƍǇƢŵ

ǇƨŴᩉ۟ˑૠƸǄǅ್ƹƍƱƳƬƯƓǓŴˋԧᲬ࠰ưƸᲬᲫᲳˑƱƳƬƯƍǇƢŵ

㈨ᩱ䠖ᰣᮌ┴ಖ⤫ィᖺሗ

㸦㸳㸧ᑵᴗ⋡➼ࡢ≧ἣ

ஜࠊƷݼಅᎍૠƷਖ਼ᆆƸŴဏࣱŴࣱڡƱǋƴถݲƠƯƍǇƢŵ

ǇƨŴݼಅྙƷਖ਼ᆆƸŴဏࣱƕถݲͼӼƴŴࣱڡƸفࣇͼӼƴƋǓǇƢŵ

※ 就業率 １５歳以上の人口における就業者の割合

ࠒ⛣᥎ࡢᩘ௳፧ጻ௳ᩘ࣭㞳፧ࠑ

ࠒ⛣᥎ࡢ⋠ᑵᴗ⪅ᩘ࣭ᑵᴗࠑ

（人）

㈨ᩱ䠖ᅜໃㄪᰝ



 

ஜࠊƷࣱڡƷ࠰ᱫКіщྙƸŴᲭᲪബˊЭҞưŴіщྙƕɟ˯ɦƠŴƦƷࢸɥଞ

ƢǔͼӼƕǈǒǕǇƢŵᲭᲪബˊЭࢸưኽ۟ǍЈငǛྸဌƱƠƯᩉᎰƢǔлӳƕٶƘƳƬ

ƯƍǔǋƷƱᎋƑǒǕǇƢƕŴƦƷлӳƸŴˌЭƱൔǂƯݲƳƘƳƬƯƍǇƢŵ 

  
 

ࠒ�⛣᥎ࡢ⋠ປാຊࡢዪᛶࠑ

 

㈨ᩱ㸸ᅜໃㄪᰝ�

�



㸦㸴㸧ᑂ㆟➼ጤဨࡢዪᛶࡢⓏ⏝≧ἣ

ஜࠊƷݙᜭ˟ሁƷࣱڡƷႇဇཞඞǛǈǔƱŴႸ͌3�ᲟƴݣƠŴˋԧᲭᲢ����Უࡇ࠰ư

36��ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵǇƨŴᲯ࠰᧓ǛᡫƠƯஙჄࠊထרǑǓ᭗ƍ൦แƱƳƬƯƍǇƢŵ

ƱӷሁרထࠊѣƸƋǓǇƢƕŴஙჄ٭ƴǑǓࡇ࠰ƷႇဇྙƸŴࣱڡᎰՃሥྸᎰǁƷࠊ

Ʒ൦แǛ̬ƬƯƍǇƢŵ

ࠒ᥎⛣㸦ᰣᮌ┴ᕷ⏫ᖹᆒẚ㍑㸧ࡢ⋠⏝Ⓩࡢዪᛶࡢᑂ㆟➼ጤဨࠑ

Ⓩ⏝⋡㸦ᾘ㜵࣭ࡢዪᛶࡢ⫋⌮⟶ᕷ⏫⫋ဨࠑ ୖୗỈ㐨ࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ᥎⛣㸦ᰣᮌ┴ᕷ⏫ᖹᆒẚ㍑㸧ࠒ

㈨ᩱ㸸ᆅ᪉බඹᅋయࡿࡅ࠾⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢᙧᡂཪࡣዪᛶ㛵ࡿࡍ⟇ࡢ᥎㐍≧ἣ㸦ྛᖺᗘ 4᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧



㸦㸵㸧ዪᛶ┦ㄯཬࡧ㓄അ⪅➼ࡢࡽᭀຊࡢ≧ἣ

μƷᣐͪᎍ୧щႻᛩૅੲǻȳǿȸƴ݃ƤǒǕƨႻᛩˑૠƸفьƠƯƓǓŴ̀ ԧᲬࡇ࠰ƴ

ᢅӊஇ᭗ƱƳǓǇƠƨŵƜƷᏑƴƸŴૼǳȭȊǦǤȫǹज़௨ၐƷࢨ᪪ƴǑǔဃಮࡸƷ

ƱƠƯᎋƑǒǕŴˋԧ׆ሁƕᙲ҄٭ ǋ᭗ƍ൦แǛዜਤƠƯƍǇƢŵࡇ࠰3

ǇƨŴࠊƴƓƚǔ DVႻᛩࡨˑૠǋفьƠƯƓǓŴˋԧᲭࡇ࠰Ƹ 761ˑưŴ ࠰29

Ʊൔ᠋ƢǔƱŴኖࡇ 2.7̿ƱƳƬƯƍǇƢŵ

ࠒ⛣᥎ࡢᩘ௳ㄯ┦ࡓࢀࡽࡏᐤ࣮ࢱࣥࢭ㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࡢᅜࠑ

㈨ᩱ㸸ෆ㛶ᗓ

ࠒᩘ௳ㄯᣦᑟ㸧ᘏ┦ࡢ㹂㹔┦ㄯ㸦ẕᏊ࣭∗Ꮚ⮬❧ᨭဨව፬ே┦ㄯဨࡿࡅ࠾ᕷࠑ

年度 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

㹂㹔┦ㄯ௳ᩘ㸦௳㸧 281 409 384 467 761

㈨ᩱ㸸Ꮚ⫱࡚ᨭㄢ



栃木市総合計画等に関する市民アンケート調査結果



16～18歳
19～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70～79歳
無効・無回答

■ 男
■ 女
■ 回答したくない
■ 無効・無回答

回答数=2,576

回答数=2,576



回答数=2,576



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回答数=2,576



夫婦の間で行われた場合にどう感じるか、「どんな場合でも暴力にあたる」について
みると、「嫌がっているのに、性的な行為を強要する」が８１.０％と最も多く、次いで
「平手で打つ」が８０.９％、「見たくないのに、アダルトビデオやポルノ雑誌を見せ
る」が７４.３％となっています。

13.9%

26.9%

12.7%

16.5%

29.1%

27.6%

18.2%

27.1%

1.3%

3.8%

1.8%

4.7%

6.2%

6.1%

3.4%

2.8%

4.0%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

4.6%

4.3%

4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あなたの考えに近いものを1つ選んでください。

回答数=2,576



夫や妻、恋人からの暴力について、「何度もあった」「一度や二度あった」を合わせてみ
ると、「人格を否定するような暴言や、交友関係を細かく監視するなどの、精神的な嫌
がらせを受けた」が２３.０％、「なぐったりけったりするなど、身体に対する暴力を受け
た」が１４.９％となっています。

回答数=2,576

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



自分が受けた暴力行為について、だれかに打ち明けたり相談したりしたかについて
みると、「どこ（だれ）にも相談しなかった」が５３.２％と最も多く、次いで「友人や知
人に相談した」が２３.６％、「家族や親せきに相談した」が１８.３％となっています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

回答数=810



問３２　問３１で｢どこ(だれ)にも相談しなかった｣と回答した方にお聞きします｡どこ(だれ)に
　　　　も相談しなかったのは､なぜですか｡あてはまる項目２つを選んでください。

0％

8.1％

26.2％

11.4％

4.4％

24.6％

24.4％

48.3％

3.0％

1.4％

10％ 20％ 30% 40% 50% 60%

㸧ࢀࡔ㸦ࡇ

回答数=431



৫֪։ཌྷ၍ౄब֪֘צبח՛ྔ௮ଅऐ

Ӡต֭ঊؤ׃՛פՔי؞؊Ք֣֪ب؞փ֥֭ಡՔಲྔ௮בಲ౮֦֧֘֒Ւ౦֪։

෮ුඡੳב໐֖Ւզၦኪ౦ධภঊ֪։ตঊ෮ුէבప࿊֘ৰຉಃፍֽ֧֖֘Փ

ӡ㕱Ӣ ᆋৼӱ፭Ꭼ㕳Ⴉ㕱㕱ଈ㕲㕲႘፭Ꭼ㕳Ⴉ㕱㕲ଈ㕲㕴႘՛צبח

ӡ㕲Ӣ षးبי؞بןषးֽ֮֞ಲ౮ሑሓӱዧຽׇ֪՛צبח

ӡ㕳Ӣ ཬഞӢࡡඉೄӱၦኪ౦ၾಈസӡኅఢ՛צبח

ӡ㕴Ӣ ຽᆋଉӱ㕳㕰㕰ଉ՛צبח

ӡ㕵Ӣ षးଉӱ㕱㕱㕳ଉ՛צبח ӡषးጴ㕳㕷ӧ㕷²Ӣ

षး֪֣փ֥՛צبח 1

2 ඛዿഌࡿ֭ཌྷᄾ֪֣փ֥

ųׅሉಅᆔƸŴžᙌᡯಅᲢ��ᲟᲣſǛ

ƸơǊŴžҵ٥ȷ٥ݱಅᲢ��ᲟᲣſŴ

žᚨಅᲢ��ᲟᲣſƕٶƘŴžǵȸȓǹ

ಅᲢ�ᲟᲣſŴžࡃȷܿ ජಅᲢ�ᲟᲣſ

ƕዓƘኽௐƱƳƬƯƍǇƢŵ

ųׅሉʙಅƴƓƚǔࠝဇࢼಅՃૠƷ

ဏڡൔƸŴဏࣱ��ᲟŴࣱڡ��ᲟƱƳƬ

ƯƍǇƢŵ

ųƦƷɶưŴദᙹࢼಅՃƱ᩼ദᙹࢼಅ

ՃƷлӳƸഏƷƱƓǓƱƳƬƯƍǇƢŵ

ᲢဏࣱᲣųദᙹࢼಅՃ��Ჟ

ųųųųų᩼ദᙹࢼಅՃ��Ჟ

ᲢࣱڡᲣųദᙹࢼಅՃ��Ჟ

ųųųųų᩼ദᙹࢼಅՃ��Ჟ



3 ಈസ֪֣֭փ֥

4 ጫධ֭আ֪֣փ֥

5 ጫධַู֭ઇ֩ต֭ဎዿ֪֣փ֥

ųׅሉʙಅƷ࢟७ƸŴžҥʙಅſƕ��ᲟŴ

žஜᅈŴஜࡃᲢǄƔƴૅᅈȷૅ Ƴئȷփಅȷࡃ

ƲƕƋǔᲣſƕ��ᲟŴžૅᅈŴૅ ŴփಅᲢǄƔࡃ

ƴஜᅈȷஜࡃƳƲƕƋǔᲣſƕ��ᲟƱƳƬƯ

ƍǇƢŵ

ųׅሉʙಅƴƓƍƯŴሥྸᎰ

ƷဏڡƷлӳƸഏƷƱƓǓƱƳ

ƬƯƍǇƢŵ

žࢫՃſƸဏࣱƕ��ᲟŴࣱڡƕ

��ᲟǛҩǊƯƓǓŴžᢿᧈਃ࢘

ᎰſƴƳǔƱဏࣱƕ�ᲟŴࣱڡ

ƕᲫᲟƱƳƬƯƍǇƢŵ

žᛢᧈਃ࢘ᎰſưƸဏࣱƕ��

ᲟŴࣱڡƕᲬᲟƱƳƬƯƍǇƢŵ

ųʻࢸŴሥྸᎰƷႇဇƴƋƨƬƯࣱڡǛᆢಊႎƴ

ႇဇƠǑƏƱᎋƑƯƍǔƔƴƭƍƯƸŴžᆢಊႎ

ƴႇဇƠƯƍƖƨƍſƕ��ᲟŴžཎƴفǍƠƯƍ

ƘᎋƑƸƳƍſƕ��ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵ



6 ጫධַู֭ઇ֩ต֭ဎዿבզၟ֪ໃ֥֖׃փ֎ணև֮֩փէጫዡ֪֣փ֥

7 ต֭ጫධ֭ဎዿ֭׀֞֘ු້בຎ֣֪־փ֥

žሥྸᎰƷႇဇƴƋƨƬƯࣱڡǛᆢಊႎƴႇဇƠǑƏƱᎋƑƯƍǔƔſƴƭƍƯŴʙಅƕ

ཎƴفǍƠƯƍƘᎋƑƸƳƍſƱׅሉƠƨྸဌƱƠƯžࢼࣱڡಅՃૠƕݲƳƍŴǇƨƸƍƳ

ƍƔǒſŴžሥྸᎰƴƳǔƨǊƴ࣏ᙲƱƳǔჷᜤǍኺ᬴ǛஊƢǔࣱڡƕݲƳƍŴǇƨƸƍƳ

ƍƔǒſƕμ˳ƷᲯлǛҩǊƯƍǇƢŵ

ųʙಅƴƓƍƯŴࣱڡƷሥྸᎰƷႇဇǛ̟ᡶƢǔƨǊƴӕǓኵǜưƍǔƜƱƴƭƍƯ

ƸŴžಅѦƴ࣏ᙲƳჷᜤǍᏡщŴӕࢽƷƨǊƷᏋǍᄂ̲ǛࣱКƴ᧙̞ƳƘܱƠƯ



8 ตഌ֭ࡿঊב෮ු֘එ֦ड༎֪֣֪֧֩֒փ֥

ƍǔſŴžࣱКƴǑǓᚸ̖ƢǔƜƱƕƳƍǑƏŴɹ ʙᚸ̖ؕแǛଢᄩƴܭǊƯƍǔſŴžˁʙ

ƱܼࡊǛɲᇌƢǔƨǊƷСࡇǛΪܱƞƤƯƍǔſƕμ˳ƷኖᲰлǛҩǊƯƍǇƢŵɟ૾ưŴ

žཎƴƳƍſǋኖᲬлǛҩǊǔኽௐƱƳƬƯƍǇƢŵ

ųʙಅƴƓƍƯࢼࣱڡಅՃƷǛਖ਼ᡶƢǔɥưᛢ᫆ƱƳǔƜƱƱƠƯŴɟဪٶƘਫƛ

ǒǕƨƷƸžܼʙŴᏋδŴ̓ ᜱƳƲƷܼࡊƷʙऴư˞ǉƜƱƕٶƍſư��ᲟƱƳƬƯƍǇ

ƢŵഏƍưŴž᧓ٳіŴขٸіǛƞƤƴƘƍſƕ��ᲟŴžբ᫆ƸཎƴƳƘŴဇưƖƯ

ƍǔſƕ��ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵ



9 ตഌ֭ࡿঊዿב෨֪׀֞Ւௗଢ଼ၦኪ౦֪֖֥ሰֿ֧֒

10 ഌؤ֭ࡿ՛פՔי؞؊Քب؞ӡಈ֧ภঊ֭ྔᎬӢ֭ຎ֣֪־փ֥

ųࢼࣱڡಅՃƷဇǛǔƨǊƴʻࢸஙࠊƴݣƠƯஓǉƜƱƱƠƯŴஇǋٶƔƬƨƷƸ

ž̬ᏋטŴܖᇜ̬ᏋŴ̓ ᜱᚨƳƲƷΪܱſư��ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵഏƍưŴžᩉᎰƠƨڡ

ࣱƕϐݼᎰƢǔƨǊƷૅੲſư��ᲟŴžဏࣱƷܼʙȷᏋδȷ̓ ᜱሁǁƷӋь̟ᡶƷƨǊƷ

գႆſƕ��ᲟŴžඥࢷǍСࡇŴࣱڡƷᏡщဇƷ૾ඥሁƴƭƍƯƷऴإ੩̓ǍႻᛩƷئƷ

ᚨፗſƕ��ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵ



11 ഌؤ֭ࡿ՛פՔי؞؊Քבب؞෮ු֘׀֞ᅢጅ֧֩֒

ųࢼಅՃƷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹᲢˁʙƱဃƷᛦԧᲣƷӕኵǈƱƠƯŴžஊዅ˞ୗƷӕ

ǓǍƢƍؾǛૢͳƠƯƍǔſƕ��ᲟŴžჺ᧓ѮѦƕưƖǔǑƏƴƠƯƍǔſƕ��ᲟŴ

žڼಅȷኳಅЦƷጮǓɥƛȷጮǓɦƛƕưƖǔǑƏƴƠƯƍǔſƕ��ᲟƱٶƘǛҩǊƯƍ

ǇƢŵ

ųࢼಅՃƷȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹǛਖ਼ᡶƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳƜƱƱƠƯٶƘׅሉƞǕƨƷ

ƸŴž̬ᏋטሁŴᅈ˟ƷǵȝȸȈ˳СƷΪܱſư��ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵഏƍưŴž˞ୗӕࢽƴ

ƢǔɥӮŴӷ·ƷྸᚐƷේᡢſƕ��ᲟŴžܼଈƷǵȝȸȈǍܼଈƷॖᜤો᪃ſƕ��ᲟŴݣ

žᎰئƷɲᇌૅੲСࡇƷΪܱſƕ��ᲟŴžᎰئƷɟɹ ƨǓƷಅѦƷЪถſƕ��ᲟƱዓ࢘

ƍƯƍǇƢŵ



 

 

４　第２期計画における目標値の進捗状況
ųžƱƪƗࠊဏڡσӷӋဒȗȩȳᲢᇹᲬᚘဒᲣſưƸŴᲭƭƷؕஜႸƴƓƍƯႸ͌ǛᚨܭƠŴ

ሊƴӕǓኵǜưƖǇƠƨŵᇹᲬᚘဒƷᢋཞඞƸŴؕ ஜႸᲬƷሊƷ૾ӼƴƭƍƯƸŴᲯƭƷ

ႸƴƓƍƯႸǛᢋƍƨƠǇƠƨŵɟ૾Ŵؕ ஜႸᲫƱؕஜႸᲭƷሊƷ૾ӼƴƭƍƯƸŴႸƷ

ᢋƴƸᐱƬƯƍǇƤǜŵᇹᲬᚘဒƷᢋཞඞǛ៊ǇƑŴࡽƖዓƖŴဏڡσӷӋဒᅈ˟ƷܱྵƴӼ

ƚƯӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ



（１）栃木市の将来像
ஜᚘဒƸŴஜࠊƴƓƚǔဏڡσӷӋဒƷਖ਼ᡶƴ᧙ƢǔሊǛዮӳႎƴሊܭƠŴᚘဒႎƴਖ਼ᡶ

ƢǔǋƷưƢŵƦƷƨǊƴŴஙࠊဏڡσӷӋဒਖ਼ᡶவ̊ᇹᲭவƴܭǊǔᲰƭƷؕஜྸࣞǛؕ

ƴŴࠊൟŴʙಅᎍӏƼᏋ᧙̞ᎍƱࠊƕɟ˳ƱƳƬƯᚘဒǛਖ਼ᡶƢǔƨǊŴஙࠊƷݩஹǛ

ǊǇƢŵܭ

ձ⏨ዪࡢேᶒࡢᑛ㔜

ƞǕŴࣱݭƕ̾ʴƱƠƯڡƲǋƔǒ᭗ᱫᎍǇưŴƢǂƯƷဏ܇ КƴǑƬƯࠀКƞǕǔ

ƜƱƳƘŴ̾ʴƱƠƯƷࣱ̾ƱᏡщǛႆੱưƖǔೞ˟ƕ̬ᨦƞǕǔƜƱŵ

ղᅛᐃⓗ࡞ᛶูᙺศᢸព㆑ࡢゎᾘ

ࣱКƴǑǔܭႎƳࢫлЎਃሁǛӒପƠƨॹᘍƴƱǒǘǕǔƜƱƳƘŴဏڡƕᅈ˟ƴƓ

ƚǔѣǛᐯဌƴᢠ৸ưƖǔǑƏƴƢǔƜƱŵ

ճᨻ⟇➼ࡢ❧ཬࡧỴᐃࡢඹྠཧ⏬

ဏڡƕᅈ˟ƷݣሁƳನՃƱƠƯŴࠊƴƓƚǔሊӍƸʙಅᎍƴƓƚǔ૾ᤆƷᇌకӏƼ

ൿܭሁƋǒǏǔЎƴӋဒƢǔೞ˟ƕᄩ̬ƞǕǔƜƱŵ

մ⏕άࡢㄪ㸦࣮࣡ࢫࣥࣛࣂ࣭ࣇ࣭ࣛࢡ㸧ࡢᐇ⌧

ܼଈǛನƢǔဏڡƕŴƓʝƍƷңщƱᅈ˟ƷૅੲƷǋƱŴ܇ƷᏋŴܼ ଈƷʼᜱƳƲ

ƷܼࡊဃƴƓƚǔѣŴˁʙǍע؏ѣǛό๖ƴᘍƏƜƱƕưƖǔǑƏƴƢǔƜƱŵ

յ⏨ዪࡢᛶࡢ࡚࠸ࡘ⌮ゎ⏕ᾭࡿࡓࢃᗣࡢ☜ಖ

ဏڡƕʝƍƷࣱƴƭƍƯƷྸᚐǛขǊŴӑ૾Ʒॖ࣬ƕݭƞǕǔƜƱƴǑǓŴᑣڤƳ

ƳဃǛփࡍӏƼЈငƕưƖǔǑƏƴƢǔƜƱǍဃ෨ƴǘƨǓͤ۔کμƳܤƷǋƱƴŴؾ

ǉƜƱƕưƖǔǑƏƴƢǔƜƱŵ

նᅜ㝿♫ࢆྥືࡢ㋃ྲྀࡓ࠼ࡲ⤌

ᨥᅈ˟ƴƓƚǔӕኵǛҗЎྸᚐƠŴѣӼƴသॖƠŴңᛦƋǔӕኵǛᡶǊǔƜƱŵ

ؕ

誰もが生き生きと暮らし、豊かで活力ある男女共同参画社会

（２）男女共同参画を進めるための６つの基本理念

１ 栃木市の将来像と基本理念

第３章 計画の基本的な考え方



２ 基本目標と施策の方向性
ஜᚘဒưƸؕஜྸࣞƷܱྵƷƨǊŴˌɦƷᲭໜǛؕஜႸƷ௵ƱƠƯዮӳႎƴਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ

ƢǂƯƷࠊൟƕဏڡσӷӋဒǍʴೌƴƭƍƯദƠƘྸᚐƠŴܼࡊǍע؏ŴఄܖŴᎰئሁƴ

സǔžܭႎƳࣱКࢫлЎਃॖᜤſǛᚐෞƢǔƱƱǋƴŴɟʴƻƱǓƕƓʝƍƷʴೌǛݭ

ƠƋƍƳƕǒŴٶಮƳࣱƷƋǓ૾ǛᛐǊƋƑǔॖᜤƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

㸦㸯㸧⏨ዪඹྠཧ⏬♫ࡢ⌮ゎಁ㐍

㸦㸰㸧⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬࡓࡗ❧ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࡢᐇ

ဏڡσӷӋဒᅈ˟ǛܱྵƢǔƨǊƴŴሊǍ૾ᤆൿᢅܭᆉƴဏڡƕݣሁƳᇌئưƱǋƴӋ

ဒƠŴٶಮƳᙻໜƕӒପƞǕǔئƮƘǓǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ǇƨŴဏڡƕܼʙȷᏋδȷʼᜱሁƴƭƍƯяƚӳƍƳƕǒŴƱǋƴˁʙƱဃƷᛦԧᲢȯ

ȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹᲣǛǓƭƭŴƋǒǏǔЎƴƓƍƯưƖǔǑƏૅੲƠǇƢŵ

ཎƴŴဏࣱƷܼࡊǍע؏ǁƷӋဒǛӧᏡƱƢǔƨǊƷؾƮƘǓǍ܇ᏋƯૅੲǛਖ਼ᡶƠŴ

ƘࣱڡƷƞǒƳǔਖ਼ᡶǛǓǇƢŵ

㸦㸯㸧ᆅᇦ࣭♫ࡿࡅ࠾⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍

㸦㸰㸧ാࡃሙࡿࡅ࠾⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍

࠙ᰣᮌᕷ⫋ᴗ⏕άࡿࡅ࠾ዪᛶά㌍᥎㐍ィ⏬ࠚ

㸦㸱㸧࣮࣡ࡢࢫࣥࣛࣂ࣭ࣇ࣭ࣛࢡ᥎㐍

࠙ᰣᮌᕷ⫋ᴗ⏕άࡿࡅ࠾ዪᛶά㌍᥎㐍ィ⏬ࠚ

ဃ෨ƴǘƨǔɟʴƻƱǓƴࣖơƨͤࡍƮƘǓǍŴဃƖƕƍƮƘǓƴӕǓኵǈǇƢŵ

ǇƨŴ୧щƸŴٻƳʴೌ̛ܹưƋǔƱƍƏᛐᜤƴᇌƪŴ୧щƷႆဃǛ᧸ƙؾƮƘǓƴ

ӕǓኵǈǇƢŵ

ƞǒƴŴ࠰ᱫŴᨦƕƍƷஊƳƲƴƔƔǘǒƣŴဏڡɟʴƻƱǓƷʴೌƕݭƞǕŴᛡǋ

ƕ࣎ܤƠƯǒƤǔဏڡσӷӋဒᅈ˟ǛႸਦƠŴဃؾƷӼɥǍᐯᇌૅੲƴӕǓኵǈǇƢŵ

㸦㸯㸧ே⏕㸯㸮㸮ᖺ௦ࡢࡵࡓࡢᗣࡢࡾࡃ࡙࠸ࡀࡁ⏕ࡸ᥎㐍

㸦㸰㸧㓄അ⪅➼ࡢࡽᭀຊ㜵Ṇཬࡧ⿕ᐖ⪅ࡢಖㆤ

࠙ᰣᮌᕷ㓄അ⪅ࡢࡽᭀຊࡢ㜵Ṇཬࡧ⿕ᐖ⪅ࡢಖㆤ㛵ࡿࡍᇶᮏィ⏬ࠚ

㸦㸱㸧ㄡࡀࡶᏳᚰ࡚ࡋᬽࡿࡏࡽ⎔ቃᩚࡢഛ

ஜᚘဒưƸؕஜྸࣞƷܱྵƷƨǊŴˌɦƷᲭໜǛؕஜႸƷ௵ƱƠƯዮӳႎƴਖ਼ᡶƠƯƍƖǇƢŵ
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３ 計画の体系図
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男女共同参画に関する
情報の提供、啓発活動
の実施

男女共同参画について、広報紙やホームページ
等による啓発を実施します。

人権・男女共同参画課１

パネル展示、街頭啓発
の実施

男女共同参画週間におけるパネル展示、街頭
啓発を開催します。

人権・男女共同参画課２

No, 事　業 担当課事業の内容

第４章 施策の展開



No, 事　業 担当課事業の内容

人権意識啓発の推進
人権問題、女性問題の正しい理解を図るため、
学習機会の提供・講師派遣等の支援の充実を
図ります。

人権・男女共同参画課
生涯学習課
地域政策課
各地域づくり推進課

5

人権問題、女性問題に
関する広報・啓発活動
の充実

人権問題、女性問題に関する広報紙やホーム
ページ等による啓発活動の充実を図ります。

人権・男女共同参画課6

小中学生の標語の募集 小中学校児童生徒を対象とした、男女共同参
画の標語を募集し、啓発を図ります。

人権・男女共同参画課3

男女共同参画に関する
国際的な動向について
の情報収集・提供

男女共同参画に関する国際的な情報提供と、
普及啓発を推進します。

人権・男女共同参画課4

性の多様性に関する意
識の普及啓発

人権教育・人権啓発活動を通して、性の多様性
に関する意識の普及啓発に努めます。

人権・男女共同参画課
学校教育課

7

LGBTQ等性的マイノリ
ティへの理解を深める
啓発

LＧＢＴＱ等性的マイノリティに関する正し
い理解を深めるための啓発や情報の提供を
行います。

人権・男女共同参画課8



No, 事　業 担当課事業の内容

No, 事　業 担当課事業の内容

意識改革の推進
アンコンシャス・バイアスについて、広報
紙、ホームページ等などを活用し、理解推
進を図ります。

人権・男女共同参画課９

学習機会の提供

アンコンシャス・バイアスについて、市民等の理
解を深めるため、研修会を開催します。
また、県等の主催する講演会等の情報を提供
し、参加支援します。

人権・男女共同参画課10

アンコンシャス・バイア
スを排除した情報発信

市からの情報発信において、アンコンシャス・
バイアスを排除した表現、内容を目指します。

人権・男女共同参画課
　（全　課）

11

ＳＤＧｓへの取組の推進
ＳＤＧｓの目標であるジェンダー平等の実現に
向けた取組を推進します。

人権・男女共同参画課
総合政策課12

ジェンダー平等に関す
る広報・啓発活動の充
実

広報紙やホームページ等により、ジェンダー平
等を啓発します。

人権・男女共同参画課13

固定的な性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消　取組施策（３）

ジェンダー平等への取組取組施策（４）

【このプランにおける、アンコンシャス・バイアスとは、性別による固定的役割分担に関する、
　無意識の思い込みのことです。】

【ジェンダーとは、社会的・文化的に形成された性別のことです。】



No, 事　業 担当課事業の内容
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家庭教育支援に関する
講座の充実

家庭教育の意識の高揚を図るため、家庭教
育講演会の開催等、親として必要な知識、
技術、態度などの学習の場を提供します。

生涯学習課
地域政策課
各地域づくり推進課

14

家庭教育関係リーダー
の育成

地域の子育てを支援するために、県教育委
員会主催の家庭教育オピニオンリーダー研
修会等に受講者を推薦します。

修了生による「オピニオンリーダー会」等
の活動を支援します。

15

家庭教育支援に関する
相談体制の充実 

非行や不登校等、青少年問題相談を実施し
ます。

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

16

男女共同参画の視点に立った家庭教育の充実取組施策（１）



No, 事　業 担当課事業の内容

人権教育の充実
学校教育全体を通じて、人権の尊重、男女
の平等、相互理解・協力等､人権意識を高め
る人権学習の充実を図ります。

17

教諭、養護教諭等による
カウンセリングの充実20

保育園等の職員研修の
充実21

男女平等の観点での
キャリア教育の充実 22

性教育に関する指導

性に対する正しい理解を深める指導の充実
を図ります。
外部講師を招いて性教育講演会等を開催し
ます。

小・中学生の性（生）に関する授業協力・
講話を実施します。

学校教育全体を通じて、子どもの発達段階
に応じた一人ひとりの社会的・職業的自立
に向けたキャリア教育の推進をします。

18

小・中学校における性
（生）教育に関する啓
発 児童生徒・教職員及び保護者への正しい知

識を得るための啓発活動を実施します。

保育園等の職員研修で男女平等問題につい
て取り上げ、一貫性を持った男女平等教育
を推進します。

児童生徒の心身の健全な成長・発達に向け
て教育相談、保健室等での個別カウンセリ
ングを実施します。

学校教育課

学校教育課

健康増進課

保育課

学校教育課
保健給食課

学校教育課
保健給食課

学校教育課
保健給食課

19

学校等における性の尊重や男女平等教育の推進取組施策（２）



No, 事　業 担当課事業の内容

研修会の開催 男女共同参画について、市民等の理解を深
めるため、研修会を開催します。

23

キャリアデザイン講座
の開催

理工系分野における女
性の活躍推進 26

県等の主催する講演会
等の情報提供

男女共同参画について、理解を深めるため、県
等の主催する講演会等の情報を提供し、参加
支援します。

児童・生徒等のためのキャリアデザイン講座を
実施します。

24

女子小・中・高校生が理工系の進路にも興味・
関心を持ち、進路選択の幅が広がるよう理解
促進の場を設けます。

人権・男女共同参画課

人権・男女共同参画課

人権・男女共同参画課

人権・男女共同参画課
学校教育課

25

男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習の充実取組施策（３）



No, 事　業 担当課事業の内容
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各種審議会等への女性
委員の登用の促進

庁内各課に、女性の登用状況調査を実施し、
女性登用の推進に向けて働きかけを実施しま
す。

人権・男女共同参画課27

市職員への意識啓発
市職員の意識啓発研修会の開催を実施しま
す。

総務人事課
人権・男女共同参画課

28

管理、監督的立場への
女性登用の促進 

管理職への女性職員の登用、自己申告書等に
よる希望調査に基づく若手職員・女性職員の
登用を促進します。

総務人事課29

自治会等の地域活動
団体役員への女性登
用の促進

自治会、ＰＴＡ、育成会等の地域活動団体役員
への女性登用の促進のための広報・啓発をし
ます。

人権・男女共同参画課30

政策や方針決定過程などへの女性の参画の促進取組施策（１）



No, 事　業 担当課事業の内容

市民活動等への男女の
参画を促進するための
啓発

幅広い年齢層の男女の意見が反映されるよ
う、テーマ別広聴やまちづくり懇談会への
参加の働きかけを実施します。

31

男女共同参画に関する
活動団体への支援と連
携

34

社会教育関係団体の支
援と連携35

地域での自主的な学
習会等の支援36

男女共同参画地域推
進員と連携37

多様な参画を可能にす
る地域づくり

市民活動を推進するための相談や情報の収
集と提供、団体の交流促進、講座の開催を
充実します。

男女共同参画地域推進員との連携による各
種啓発事業を推進します。

社会活動を行っているグループへの支援を
します。

多文化共生社会の実現を目指し、外国人と
の交流を促進します。

32

市民活動推進センター
の充実

男女共同参画を推進する活動グループや団
体の支援と連携を推進します。

市民が地域の社会づくりに参画、自主的に
活動できるような社会教育関係団体の支援
と連携を推進します。

広報課

人権・男女共同参画課

人権・男女共同参画課

地域政策課

人権・男女共同参画課
生涯学習課
地域政策課
各地域づくり推進課

生涯学習課

総合政策課
学校教育課

33

地域における男女共同参画の促進取組施策（２）



No, 事　業 担当課事業の内容

防災における男女共同
参画の推進

男女共同参画の視点からの防災講座の開催
を推進します。

38

女性分団への支援の推
進41

自主防災組織への支援
の推進

男女共同参画の視点からの避難所づくりに
ついて、研修会を開催するなど、誰もが避
難しやすい避難所の運営体制を整えます。

男女共同参画の視点を踏まえながら、自主
防災組織（自治会等）設立の支援を推進し
ます。

39

男女共同参画の視点を
生かした避難所の運営

大規模災害時の情報収集や平時の広報活動
などに従事する栃木市消防団女性分団の活
動を支援し、女性消防団員の活躍推進に取
り組みます。

消防総務課

人権・男女共同参画課

危機管理課
教育総務課
人権・男女共同参画課

危機管理課

40

防災分野における男女共同参画の推進取組施策（３）



No, 事　業 担当課事業の内容
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男女共同参画に積極的
に取り組む事業所等の
取組促進

仕事と家庭の両立支援のための職場環境づく
りに積極的に取り組む事業所等の紹介及び取
組を促進します。

子育て支援課
商工振興課

42

働く場における労働環
境向上のための啓発

労働者の福利厚生制度等の充実を推進しま
す。

商工振興課

商工振興課

商工振興課

43

働く場におけるハラスメ
ント防止対策の推進

男女ともに働きやすい環境を推進するた
め、ハラスメント防止対策についての周
知・啓発を実施します。

商工振興課
総務人事課

44

起業のための支援 空き店舗活用支援やビジネスプランコンテ
スト等による支援を実施します。

45

就業・再就職に関す
る支援

窓口やホームページで求人情報の提供を実施
します。
また、求職者のための巡回相談会等を開催し
ます。

46

男女共に働きやすい環境の整備取組施策（１）



No, 事　業 担当課事業の内容

長時間労働の是正、休
暇取得促進の啓発 

関係機関と連携して「労働時間適正化」キャン
ペーン等の労働時間短縮についてや、有給休暇
の取得促進のための啓発を実施します。

商工振興課47



No, 事　業 担当課事業の内容

働く女性を応援する各
種講座等の開催

勤労者福祉施設等における就職や再就職に
役立つ講座、家庭生活との両立支援のため
の講座を開催します。

48

女性活躍推進に積極的
に取り組む事業所の支
援

51

働く場における男女格差
解消の促進52

農業経営における男
女共同参画意識の啓
発

53

女性農業者の育成と
女性農業団体活動の
活動支援

54

女性の起業に関する支
援

企業経営や企業研修会、セミナー等の情報
提供を実施します。

地域農業の担い手や農業経営者として、地
域社会の維持・活性化に貢献する女性農業
者や農村女性組織を育成・支援します。

農業経営の方針や一人ひとりの役割分担、就
業条件などについて家族みんなで話し合い、
仕事と生活のバランスをはかる「家族経営協
定」の締結を推進します。
認定農業者の認定に際しては、家族一人ひとり
がお互いに個性と能力を認め合い、経営に参
画し活躍できるよう、県と連携して共同申請の
働きかけを推進します。

ビジネスプランコンテスト開催による女性
創業者支援をします。49

女性の職業能力向上の
ための研修会等への参
加促進

「女性活躍推進法」で努力義務とされてい
る一般事業主行動計画を策定する中小企業
に対し、情報提供、助言等の支援を行いま
す。
また、女性活躍推進に取り組む認定・表彰
事業所の好事例を紹介します。

女性従業員のキャリアアップに取り組む事業
所を紹介する「いい仕事いい家庭つぎつぎとち
ぎ宣言」募集の周知、紹介をします。

商工振興課

商工振興課

商工振興課

商工振興課

農業振興課

商工振興課

農業委員会
農業振興課

50

働く場における女性の活躍推進の支援取組施策（２）



No, 事　業 担当課事業の内容
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男性の家事・育児・介護
等への参画の促進

男女が共に協力して、家事、育児、介護の分担
を促すため、各種講座を開催します。

人権・男女共同参画課
地域政策課
各地域づくり推進課

55

特定事業主行動計画の
推進

栃木市職員笑顔の子育て＆女性活躍サポート
プランに掲げた取組の推進及び実施状況の公
表をします。
（出産休暇及び育児休業の取得率、年次有給
休暇の取得日数等）

総務人事課

保育課

商工振興課

商工振興課
人権・男女共同参画課

56

仕事と家庭の両立（ワー
ク・ライフ・バランス）の
ための支援

「ワーク・ライフ・バランス」研修会の開
催や「仕事と家庭の両立セミナー」等の講
演会の情報提供を実施します。

仕事と家庭を両立することができるよう、育
児・介護休業制度の普及促進のための周知や
先進事例等の紹介等を実施します。

商工振興課57

育児、介護休業制度等
の普及・啓発

「次世代育成支援対策推進法」の周知を実
施します。

58

多様な働き方を可能と
する就業条件整備等の
啓発 

多様な就職条件の整備を推進するため事業
主を対象とする労働教育講座等についての
情報提供を実施します。
また、企業等において柔軟な働き方ができ
るようテレワーク推進の啓発に努めます。

59

多様な働き方や暮らし方が選択できる環境の整備取組施策（１）



No, 事　業 担当課事業の内容

地域子育て支援センタ
ー等の充実

地域の子育て家庭に対する育児支援を実施し
ます。
また、ファミリー・サポート・センターの活用を
推進します。

60

各種保育サービスの充
実

多様化する保育ニーズに応えるため、民間保育
園等と連携し、各種保育サービスの充実を図り
ます。

保育課61

子育てに関する相談の
充実

家庭児童相談、子育て相談等を実施します。

妊娠・出産・育児に関する正しい知識の提供や
沐浴等育児体験、情報交換を行い、安心して子
育てができるような教室を開催します。

子育て支援課

健康増進課

健康増進課

62

学童保育事業の推進 
児童の健全育成を図るため、昼間保護者のい
ない家庭の小学生を対象にした学童保育の推
進をします。

子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

65

妊娠・出産・子育てに
関する教室の開催

保健師、管理栄養士、助産師、歯科衛生士、
保育士による子育て相談を実施します。

63

児童館、児童センター
の充実

地域の子どもが誰でも気軽に楽しく遊べる
場の提供と、各種事業を実施します。

64

子育てに対する社会的支援の充実取組施策（２）



No, 事　業 担当課事業の内容
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各種健診等の充実 各種健診等の充実を図ります。 健康増進課
保険年金課

健康増進課
保険年金課

66

生涯にわたる健康づく
りの支援

生活習慣病予防対策として、各種教室や講座
及び健康・栄養相談等を実施します。
こころの健康づくりのための相談や普及啓発
を実施します。

健康増進課

健康増進課

健康増進課

保険年金課

67

がん患者の支援

がん患者の治療に伴う外見の悩みに対応する
医療用ウィッグや乳房補整具の購入費用を助
成します。
終末期の若年がん患者が在宅で療養生活を送
る際のサービス利用料等を助成します。

不妊治療を受けている夫婦に保険適用外治療
費の一部を助成します。

68

妊産婦の健康管理の充
実

不妊治療費の助成69

母性保護に関する啓発
活動の充実 

妊産婦健康診査の助成や妊産婦歯科健康診
査を実施します。
妊産婦の医療費のうち保険診療の自己負担
分を助成します。

思いやり駐車スペースつぎつぎ事業の妊産
婦への周知の充実を図ります。
働きながら子どもを育てる母親へ育児休業
等に関するパンフレットを配布します。

70

71

ライフステージに応じた健康づくりへの支援取組施策（１）



No, 事　業 担当課事業の内容

市民の健康増進の啓発
等の実施

市民の健康増進のための健康まつり等を開催
します。
健康づくりの意識啓発、各種相談・指導を実施
します。

高齢介護課

73

生涯スポーツの振興

小・中学生の健全育成と体力向上を目指した
少年スポーツの振興を図ります。
中高年の健康で活力に満ちた生活支援のため
の中高年スポーツの振興を図ります。
ニュースポーツの指導、普及に必要な知識や技
術取得のための研修会を開催します。

スポーツ課

健康増進課

高齢介護課

人権・男女共同参画課
生涯学習課
地域政策課
各地域づくり推進課

地域包括ケア推進課

74

生きがいと健康づくりの
推進

地域ごとに自主的に組織された老人クラブの
活動を支援します。
高齢者や地域住民の交流の場である老人福祉
センターの充実を図ります。

高齢者の健康保持と介護予防の推進や、生き
がいづくりの支援を推進します。

75

就業機会の提供の推進

高齢者の健康保持や生
きがいづくりの支援76

人生１００年時代のた
めの生きがいづくりの
推進

高齢者の就業機会を支援します。

人生１００年時代に対応するための健康や生
きがいづくりのため、ライフステージに応じた
内容の講座の実施を推進します。

77

78

健康増進課女性特有の疾病に対す
る予防対策の推進 

ＨＰＶワクチン接種を促進します。
乳がん・子宮がん検診、骨粗しょう症検診の実
施を推進します。
ブレストアウェアネス（乳房を意識する生活習
慣）の普及啓発活動を実施します。

72

生涯にわたる生きがいづくりへの支援や学習機会の提供取組施策（２）
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No, 事　業 担当課事業の内容

配偶者等からの暴力防
止のための啓発活動の
充実 

配偶者等からの暴力防止講演会等の開催や
広報紙・ホームページ等により相談窓口の
周知を図ります。

人権・男女共同参画課79

児童虐待防止のための
啓発活動の充実 

要保護児童対策地域協議会を主体とした児童
虐待防止講演会等の開催や広報紙・ホーム
ページ等による情報提供の充実を図ります。

子育て支援課80

配偶者等に対する暴力を許さない意識の啓発取組施策（１）



No, 事　業 担当課事業の内容

ＤＶ相談窓口の充実

相談窓口について関係機関が連携し、助言
や引継ぎを行い、問題解決への支援を実施
します。

母子・父子自立支援員兼婦人相談員の資質
の向上のための研修会等への参加を支援し
ます。

81

被害者等の安全確保 

被害者等の緊急時における安全確保を図る
ため、一時保護施設などへの保護を実施し
ます。
母子・父子自立支援員兼婦人相談員による
婦人保護施設への同行・助言を行います。

子育て支援課

子育て支援課

総合政策課
市民生活課
障がい福祉課
地域包括ケア推進課
健康増進課
子育て支援課

82

相談支援体制の充実と安全の確保取組施策（２）



No, 事　業 担当課事業の内容

No, 事　業 担当課事業の内容

自立に向けた就労・日常
生活・各種手続き等の
情報の提供

被害者の状況に応じた生活保護制度や児童扶
養手当などの各種手当の情報を提供します。

小・中学校、幼稚園、保育園、認定こども園へ
の就学等について配慮します。

83

住宅の確保 市営住宅の優先入居措置を実施します。 建築住宅課

学校教育課
保育課
子育て支援課

福祉総務課
子育て支援課

85

子どもの就学等に対す
る支援84

被害者の自立支援取組施策（３）

配偶者暴力相談支援セ
ンターの設置

身近な相談窓口の設置、基本情報の提供、緊
急時における安全の確保、地域生活における
関係機関との連絡調整、継続的な自立支援を
実施します。

母子・父子自立支援員兼婦人相談員による一
時保護施設への同行・助言をします。

警察、医療機関、配偶者暴力相談支援セン
ター、福祉事務所、児童相談所、民生委員・児
童委員、学校、幼稚園、保育園、認定こども園、
子育て世代包括支援センター、障がい児者相
談支援センター、地域包括支援センター等関
係機関との連携をします。

86

子育て支援課
福祉総務課
学校教育課
保育課
健康増進課
障がい福祉課
地域包括ケア推進課

子育て支援課

子育て支援課

関係機関との連携87

DV対策の推進体制の強化取組施策（４）





No, 事　業 担当課事業の内容

福祉総務課

相談体制の充実

母子・父子自立支援員兼婦人相談員による
相談体制の充実を図ります。
また、多機関の協働により、複合化・複雑
化した課題に対応できる相談体制の充実を
図ります。

子育て支援課
地域包括ケア推進課

子育て支援課

子育て支援課
保険年金課

88

ひとり親家庭に対する
就労の支援

母子・父子自立支援員兼婦人相談員による
就業支援サービスの活用を図ります。
母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金を
支給します。
母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金を
支給します。

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、児
童扶養手当の支給や医療費の助成を実施し、
制度周知を図ります。

89

生活困窮者自立支援の
充実 

ひとり親家庭に対する
経済的支援90

子どもに対する学習支援、就労や家計に関
する相談を実施します。91

支援を必要とする方への支援の充実取組施策（１）

施策の方向 ３ 誰もが安心して暮らせる環境の整備
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ૅੲƴӕǓኵǉƱƱǋƴʼᜱǛƢǔͨǁƷૅੲǛΪܱƠǇƢŵ

� ஜࠊưƸŴžஙࠊ᭗ᱫᎍ̬ͤᅦᅍᚘဒȷʼᜱ̬ᨖʙಅᚘဒſŴžஙࠊᨦƕƍᅦᅍᚘဒȷ

ᨦƕƍδᅦᅍᚘဒſƴؕƮƖŴƞǇƟǇƳǵȸȓǹƷΪܱǛƬƯƍǇƢŵ

� ƻƱǓᚃܼࡊሁưૅੲǛ࣏ᙲƱƢǔ૾ƷဃƷܭܤƱឋƷӼɥǛǔƨǊŴƖǊኬƔƳǵȸ

ȓǹǛ੩̓ƠƯƍƘƱƱǋƴŴݼіૅੲǍኺฎૅੲƷΪܱƴѐǊǔǄƔŴଐࠝဃɥƬƨƜ

ƱŴपǈƳƲǛৼƑƨƴൢ᠉ƴႻᛩưƖǔ˳СƮƘǓǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ

� ᛡǋƕ࣎ܤƠƯǒƤǔע؏ƮƘǓƷƨǊƴŴƻƱǓᚃܼࡊǍ᭗ᱫᎍŴᨦƕƍᎍƳƲŴဃ

ɥƷᩊƴፗƔǕƨ૾ǁƷૅੲƷΪܱǛǓǇƢŵ�



No, 事　業 担当課事業の内容

障がい福祉課
商工振興課

介護予防・自立支援事
業の充実

要支援者等に対し、介護予防及び自立した
生活を送るための生活支援サービスの充実
を図ります。

地域包括ケア推進課

高齢介護課

地域包括ケア推進課

92

介護保険制度の充実

介護が必要な高齢者が、住み慣れた地域で
尊厳を保持し、有する能力に応じた日常生
活を安心して営むことができるよう介護サ
ービスの提供を支援します。

介護予防や介護に関する自主的な交流活動
団体の支援や情報提供を実施します。

93

障がい者（児）支援事業
の充実 

介護に関する自主的な
交流活動の推進94

障がい者（児）を取り巻く環境の問題や生活、
育成上の問題等についての相談業務を実施し
ます。
また、社会的自立のための障がい施設等での
福祉サービス利用支援と就職支援のための関
係機関との連携の充実を図ります。

95

介護・福祉の社会的支援の充実取組施策（２）



第５章 計画の推進

１ 総合的な推進体制の充実
ஜᚘဒƸŴᘍƩƚưƳƘࠊൟǍʙಅᎍሁƷྸᚐƱңщƷǋƱŴɟ˳ƱƳƬƯሊǍʙಅƷ

ਖ਼ᡶƴӕǓኵǜưƍƖǇƢŵ

ဏڡσӷӋဒᅈ˟ƷܱྵƴӼƚƨሊƸŴӲЎƷ࠼ርƴǘƨƬƯƍǇƢŵƜǕǛბܱƴ

ਖ਼ᡶƢǔƨǊƴƸŴμ࠻ႎƴᘍᛢ᫆ƱƠƯӕǓኵǉƜƱƕ࣏ᙲƱƳǓǇƢŵ

ƜƷƨǊŴʴೌȷဏڡσӷӋဒᛢǛʙѦޅƱƠƯŴဏڡσӷӋဒƷਖ਼ᡶƴ᧙ǘǔሊǛዮӳ

ႎƔƭᚘဒႎƴܱƠǇƢŵ

ဏڡσӷӋဒᅈ˟ƷܱྵƷƨǊƴƸŴࠊൟŴʙಅᎍሁƱᘍƷңƴǑǔᚘဒƷਖ਼ᡶƕؕஜ

ƱƳǓǇƢŵ

ᚘဒƷਖ਼ᡶƴƋƨƬƯƸŴžဏڡσӷӋဒݙᜭ˟ſሁƱᡲઃƠƳƕǒᚘဒǛਖ਼ᡶƠǇƢŵ

ဏڡσӷӋဒƷਖ਼ᡶƸŴஜࠊƷǈƳǒƣŴᡈᨩࠊထŴჄŴǋɼᙲƳᛢ᫆ƱƠƯӕǓኵǜ

ưƍǇƢŵǇƨŴඥࢷǍСࡇƳƲƸŴǍჄƷሊƴƏǋƷǋٶƘƋǓǇƢŵ

ƜƷƨǊŴǍჄŴᡈᨩࠊထǍ᧙̞ೞ᧙ƱƷȍȃȈȯȸǯƷ҄ࢍƴѐǊŴ࠼ƘဏڡσӷӋ

ဒƴ᧙ƢǔऴإӓᨼǛᘍƍŴᜒ˟ǍǻȟȊȸŴᄂ̲˟ŴգႆʙಅǛңщƠƯᘍƏ˳СƮƘǓ

ƴѐǊǇƢŵ

Ĭ ဏڡσӷӋဒƷሊǛјௐႎƴᡶǊǔƨǊƷ࠻ϋਖ਼ᡶ˳СƷΪܱǛǓǇƢŵ

ĭ ᎰՃƷဏڡσӷӋဒƴƭƍƯƷྸᚐǛขǊǔƨǊŴဏڡσӷӋဒ౨᚛ᢿ˟ᄂ̲˟ሁǛ͵

ƠǇƢŵ

Ĭ ஜᚘဒƷሊᡶཞඞƷᚸ̖ǛܱƠǇƢŵ

ĭ ဏڡσӷӋဒݙᜭ˟ǁƷإԓӏƼॖᙸᎮӕǛܱƠǇƢŵ

Į ԓǛ˺ŴπᘙƠǇƢŵإഏ࠰

（１）市の推進体制の整備と充実

（２）プランの適正な進行管理



２ とちぎ市男女共同参画プラン（第３期計画）の推進
ஜᚘဒƷბܱƳਖ਼ᡶǛǔƨǊŴžဏڡσӷӋဒਖ਼ᡶஜᢿ˟ᜭſŴžဏڡσӷӋဒਖ਼ᡶஜᢿ

ᜭ˟ſƴƓƍƯᡶཞඞƷݙσӷӋဒڡσӷӋဒਖ਼ᡶஜᢿ౨᚛ᢿ˟ſŴžဏڡʙ˟ſŴžဏ࠴

ໜ౨ȷᚸ̖ǛᘍƏƱƱǋƴŴᲾᲽǵǤǯȫƴǑǔᚘဒƷਖ਼ᡶǛǓǇƢŵ

ᲾᲽǵǤǯȫƱƸŴȞȍǸȡȳȈǵǤǯȫƷƻƱƭưŴᚘဒᲢ᳦᳨᳛ᲣǛᇌƯŴƦǕ

ǛܱᘍᲢᲾᳩᲣƠŴܱᘍƷኽௐǛᚸ̖ᲢᲽ᳢᳥᳟᳝ᲣƠƯŴƞǒƴᚘဒƷᙸႺƠᲢ᳝ᳮ᳣ᳩ

᳨ᲣǛᘍƏɟᡲƷ්ǕƷƜƱưƋǓŴஜᚘဒƴˮፗ˄ƚƨሊƷᡶཞඞǛሥྸƠŴᚘဒƷႸ

ᢋƴӼƚƨܱјࣱǛᄩ̬ƠǇƢŵ



学童保育・保育所の待機児童数

市男性職員の育児休業取得率

農業家族経営協定の締結数

蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト受賞者に
よる新規創業者延べ数に占める女性の割合

子育て応援企業登録事業者数

「とちぎ女性活躍応援団」（栃木県事業）におけ
る延べ登録事業所・団体数

市職員管理職への女性の登用率（消防・上下水
道を除く）

各種審議会等委員に占める女性の割合 36.1%

15.5%

106件

77件

25%

413戸

23.1%

　　8人

40%

18%

170件

90件

40%

440戸

30%

0人

―

―

―

―

75%

―

―

―

―

―

―

―

25%

―

―

―

令和３年度      令和９年度    令和３年度の男女比較
（現状値）     （目標値）          男性   女性目　標　指　標

家庭教育学級受講者数

とちぎ市男女共生大学参加者数

「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識
を肯定する人の割合【市民アンケート調査より】

社会全体の中で男女が平等だと思う人の割合
【市民アンケート調査より】 15.8%

3.0%

82人

1,327人

20%

1%

180人

2,500人

21.5%

4.6%

6人

230人

10.6%

1.6%

76人

1,097人

令和３年度      令和９年度    令和３年度の男女比較
（現状値）     （目標値）          男性   女性目　標　指　標

【基本目標２】　あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり

【基本目標１】　人権の尊重と男女共同参画の意識づくり

男女共同参画社会の実現に向け、施策を総合的に推進するための指標を設定します。
３　目標指標の設定



要介護・要支援新規申請時の平均年齢

配偶者等から受けた暴力についてどこ（だれ）
に相談してよいのか分からなかった人の割合
【市民アンケート調査より】

後期高齢者健康診査受診率　※

特定健診受診率　※

肺がん　※

子宮頸がんがん検診
受診率

乳がん 25.6%

31.4%

22.3%

27.3%

21.6%

8.1%

81.3歳

50%

50%

50%

54%

35%

5%

82.5歳

―

―

41.7%

45.3%
（R2）
46.3%
（R2）

9.5%

44%

―

―

58.3%

54.7%
（R2）
53.7%
（R2）

7.8%

56%

令和３年度      令和９年度    令和３年度の男女比較
（現状値）     （目標値）          男性   女性目　標　指　標

【基本目標３】　安心して生き生きと暮らすことができる社会づくり

※　肺がん検診受診率、特定健診受診率、後期高齢者健康診査受診率のうち、
　　令和３年度の男女比較については、受診した中での男女の割合








































































